
       R8.4.1 から  

○  手 続 き の 方 法  
１ ．  岡 山 市 の 妊 産 婦 さ ん が 岡 山 県 外 で 妊 産 婦 健 診 を 受 け る 時 に は 、 受 診 票 と 親 子 手 帳 を 医 療

機 関 ・ 助 産 所 の 窓 口 へ 提 出 し 、 受 診 結 果 等 の 記 載 を し て も ら っ て 健 診 費 用 を 支 払 い ま す 。
（ 必 ず 「 領 収 書 ・ 明 細 書 」 を 受 け 取 っ て 、 保 管 し て お い て く だ さ い 。）  

２ ． 最 後 の 妊 婦 ・ 産 婦 ・ 1 か 月 児 健 診 終 了 後 、 次 の 必 要 書 類 を そ ろ え て ま と め て 下 記 の 窓 口 で
償 還 払 い の 申 請 を し て く だ さ い 。  

① 岡 山 市 妊 産 婦 乳 児 一 般 健 康 診 査 費 償 還 払 申 請 書 （ 岡 山 市 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞか ら ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞで き ま す ） 
② 妊 婦 ・ 産 婦 ・ 1 か 月 児 健 康 診 査 受 診 票 等  
③ 妊 婦 ・ 産 婦 ・ 1 か 月 児 診 費 用 の 領 収 書 ・ 明 細 書（ 明 細 が 不 明 な 場 合 、健 診 機 関 に 問 い 合 わ

せ る 場 合 が あ り ま す ）  
④ 振 込 口 座 が わ か る も の  
⑤ 親 子 手 帳 （ 窓 口 で コ ピ ー を 取 ら せ て い た だ き ま す ）  

３ ．申 請 受 理 後 に 内 容 を 審 査 し 、支 給 決 定 さ れ た と き は 、郵 便 で 振 込 日 と 振 込 額 を 通 知 し 、申
請 日 の 翌 月 末 頃 指 定 の 口 座 に 振 込 み し ま す 。   

○  注 意 事 項  
・  健 診 日 に 岡 山 市 外 へ 住 民 票 を 異 動 し て い る 場 合 は 、 岡 山 市 の 受 診 票 は 使 用 で き ま せ ん 。  

必 ず 、 転 出 先 の 市 区 町 村 窓 口 で 受 診 票 の 交 換 手 続 き を し て か ら 受 診 し て く だ さ い 。  
・  助 産 所 で 受 診 で き る 妊 婦 健 診 回 数 は 最 大 9 回 （ 多 胎 妊 婦 の 場 合 は 最 大 14 回 ） ま で で す 。  

他 の 回 は 、 医 療 機 関 で 受 診 し て く だ さ い 。  
・  最 後 の 妊 産 婦 ・ 1 か 月 児 健 診 受 診 後 、 す み や か に 必 要 書 類 を 添 付 し て 申 請 し て く だ さ い 。 受 診 日    

（ 費 用 を 支 払 っ た 日 ） か ら 5 年 経 過 し た も の は 請 求 で き ま せ ん の で ご 注 意 く だ さ い 。  
・  産 婦 健 診 は 裏 面 の エ ジ ン バ ラ 産 後 う つ 病 質 問 票 の 記 入 が な け れ ば 還 付 対 象 外 と な り ま す 。  

 
○  受 付 窓 口 ・ お 問 い 合 わ せ 先  

受 付 窓 口  住 所  電 話 番 号  

北 区 中 央 こ ど も 家 庭 セ ン タ ー （ 産 前 産 後 相 談 ス テ ー シ ョ ン ）  岡 山 市 北 区 鹿 田 町 1 -1 -1  086 -80 3 -12 01  
北 区 こ ど も 家 庭 セ ン タ ー （ 産 前 産 後 相 談 ス テ ー シ ョ ン ）  
御 津 ・ 建 部 分 室 （ 建 部 支 所 総 務 民 生 課 内 ）  

岡 山 市 北 区 谷 万 成 2 -6 -3 3  
岡 山 市 北 区 建 部 町 福 渡 4 89  

086 -21 4 -02 23  
086 -72 2 -11 14  

中 区 こ ど も 家 庭 セ ン タ ー （ 産 前 産 後 相 談 ス テ ー シ ョ ン ）  岡 山 市 中 区 桑 野 7 1 5-2  086 -20 0 -02 23  

東 区 こ ど も 家 庭 セ ン タ ー （ 産 前 産 後 相 談 ス テ ー シ ョ ン ）  岡 山 市 東 区 西 大 寺 中 野 本 町 4 -5  086 -94 2 -02 23  

南 区 西 こ ど も 家 庭 セ ン タ ー （ 産 前 産 後 相 談 ス テ ー シ ョ ン ）  岡 山 市 南 区 妹 尾 8 8 0-1  086 -20 9 -02 23  

南 区 南 こ ど も 家 庭 セ ン タ ー （ 産 前 産 後 相 談 ス テ ー シ ョ ン ）  岡 山 市 南 区 福 田 6 9 0-1  086 -90 2 -02 23   
○  対 象 と な る 費 用 の 額   

  医 療 機 関 等 の 領 収 金 額 を 領 収 書 ・ 明 細 書 で 確 認 し 、 下 表 の １ 回 の 上 限 額 ま で 助 成 し ま す 。 
（ 文 書 料 や Ｄ Ｖ Ｄ 代 、 保 険 の 対 象 と な る 額 （ ３ 割 負 担 と な る 医 療 費 ） 等 は 助 成 対 象 外 。）  

依  頼  票  種  別  R8 年 度  
( R 8 . 6 〜 )  

R8 年 度  
( R 8 . 4 〜 )  

R7 年 度  
( R 7 . 4 〜 )  

R6 年 度  
( R 6 . 6 〜 )  

R6 年 度  
( R 6 . 4 〜 )  

R4･5 年 度  
( R 2 . 4 〜 )  備 考  

妊 婦 一 般 健 康 診 査 （ 1 回 目 ）  23,980 円  23,660 円  23,660 円  23,660 円  23,700 円  22,920 円   

妊 婦 一 般 健 康 診 査 (2〜 14 回 目 ) 5,810 円  5,780 円  5,780 円  5,780 円  5,760 円  5,760 円   

多 胎 妊 婦 へ の 追 加 的 健 診 (1〜 5 回 目 ) 
 

5,810 円  5,780 円  5,780 円  5,780 円  5,760 円    5,760 円   

妊 婦 超 音 波 検 査 （ 1 回 目 〜 4 回 目 ）  1,500 円  1,500 円  1,500 円  1,500 円  1,500 円  1,500 円  妊 婦 一 般 健
康 診 査 と 必
ず セ ッ ト で
使 用 し て く
だ さ い 。  

妊 婦 血 液 検 査 （ 1・ 2 回 目 ）  1,860 円  1,830 円  1,830 円  1,830 円  1,830 円  1,830 円  

妊 婦 ク ラ ミ ジ ア 抗 原 検 査  2,280 円  2,280 円  2,280 円  2,280 円  2,330 円  2,330 円  

妊 婦 B 群 溶 血 性 レ ン サ 球 菌 (GB S） 検 査  3,800 円  3,800 円  3,800 円  3,800 円  3,700 円  3,700 円  

産 婦 健 康 診 査 （ 1 回 目 、 2 回 目 ）  5,000 円  5,000 円  5,000 円  5,000 円  5,000 円  5,000 円   

新 生 児 聴 覚 検 査 （ 最 大 ２ 回 ま で ）  2,840 円  2,840 円  2,840 円    2,840 円    2,840 円    2,840 円  R5 年 度 か
ら 開 始  

１ か 月 児 健 康 診 査    6,410 円   6,390 円  ―  ―  ―  ―  R8 年 度 か
ら 開 始  

【 重 要 】 上 限 額 は 健 診 日 の 属 す る 年 度 の 上 限 額 で 計 算 し て 払 い 戻 し ま す の で ご 了 承 く だ さ い 。  

(※ 新 生 児 聴 覚 検 査 ・ 1 か 月 児 健 診 に つ い て は 裏 面 を ご 参 照 く だ さ い 。 ) 

※ R5.4.1 出 生 〜 新 生 児 聴 覚 検 査 も 償 還 払 い の 対 象 で す （ 条 件 あ り ）。 申 請 書 は 妊 婦 健 診 と は 異 な り ま す 。  



○  新 生 児 聴 覚 検 査 を 県 外 で 受 診 さ れ る 方 へ  
 １ .県 外 で 健 診 を 受 け る 際 に 、 受 診 票 綴 り の 新 生 児 聴 覚 検 査 依 頼 票 と 親 子 手 帳 を 、 医 療 機

関 の 窓 口 へ 提 出 し 、受 診 結 果 及 び 医 療 機 関 名 等 を 記 載 し て も ら っ て く だ さ い 。検 査 費 用
を 支 払 い 「 領 収 書 ・ 明 細 書 」 を 保 管 し て お い て く だ さ い 。  

 ２ .《 提 出 物 》 次 の 必 要 書 類 を そ ろ え て ま と め て 償 還 払 い の 申 請 を し て く だ さ い 。  
  ① 岡 山 市 新 生 児 聴 覚 検 査 費 給 付 申 請 書  
  ② 新 生 児 聴 覚 検 査 依 頼 票 ・ 新 生 児 聴 覚 受 診 結 果 票  
 （ 医 療 機 関 が 健 診 結 果 、 名 称 等 記 載 し て あ る も の ）  
  ③ 新 生 児 聴 覚 検 査 依 頼 票 ・ 新 生 児 聴 覚 検 査 受 診 結 果 票 費 用 の 領 収 書 ・ 明 細 書  
 （「 償 還 払 申 請 済 」 印 を 窓 口 で 押 印 。 原 本 は 申 請 者 に 返 却 ）  

④ 振 込 口 座 が わ か る も の  
⑤ 親 子 手 帳 （ 窓 口 で コ ピ ー を 取 ら せ て い た だ き ま す 。）  

 
○  1 か 月 児 健 康 診 査 を 県 外 で 受 診 さ れ る 方 へ  
 １ .1 か 月 児 健 康 診 査 の 費 用 の 助 成 に は 、対 象 と な る 受 診 票 を 使 っ て 、生 後 28 日 〜 満 ６ 週

に な る 前 の 日（ 生 後 41 日 ）ま で に 受 診 す る こ と が 必 要 で す 。こ の 期 間 以 外 に 受 診 さ れ
た 場 合 は 全 額 自 己 負 担 と な り ま す 。   

２ .対 象 と な る 受 診 票 は 、令 和 7 年 10 月 以 降 に 妊 娠 届 を 出 さ れ た 方 に 配 布 し て い る 受 診
票 で す 。 詳 し く は 岡 山 市 ホ ー ム ペ ー ジ で ご 確 認 く だ さ い 。  

３ .令 和 7 年 10 月 よ り 前 に 配 布 し て い る 受 診 票 を 、1 か 月 児 健 康 診 査 の 対 象 と な る 受 診
票 に 交 換 す る こ と は 可 能 で す が 、上 記 の 受 診 期 間 内 に 受 診 が 可 能 か 必 ず ご 確 認 下 さ い 。 

 
 

■償還払いの申請は郵便でも受け付けています■ 
郵 送 で の 受 付 を ご 希 望 さ れ る 場 合 は 、 お 近 く の 「 こ ど も 家 庭 セ ン タ ー （ 産 前 産 後 相 談

ス テ ー シ ョ ン ）」 か 「 保 健 所 健 康 づ く り 課 母 子 歯 科 保 健 係 」 へ 必 要 な も の を 同 封 し て 郵
送 し て く だ さ い 。  

た だ し 、 郵 送 の 場 合 、 窓 口 で の 受 付 に 比 べ て 還 付 ま で に 1 か 月 ほ ど 長 く 時 間 が か か る
場 合 が あ り ま す の で 、 ご 了 承 く だ さ い 。  

 

○ 郵 送 で 申請 す る 場 合 の 必 要な も の  
１  岡 山 市 妊 産 婦 乳 児 一 般 健 康 診 査 費 償 還 払 申 請 書 （ 岡 山 市 新 生 児 聴 覚 検 査 費 給 付 申 請 書 ）  

（ 太 枠 内 を 記 入 ） ※ 双 子 の 場 合 、 申 請 書 は 2 枚 必 要 に な り ま す  
２  妊 婦 ・ 産 婦 ・ 1 か 月 児 健 康 診 査 受 診 票 等（ 新 生 児 聴 覚 検 査 依 頼 票 ・ 新 生 児 聴 覚 受 診 結 果 票 ） 

（ 赤 枠 内 の 必 要 事 項 を 記 入 し 、 受 診 機 関 の 記 入 ・ 押 印 の あ る も の ）  
３  妊 婦 ・ 産 婦 健 診 費 用 の 領 収 書 ・ 明 細 書 （ 原 本 に 限 る 、 コ ピ ー 不 可 ）  

（ 明 細 が 不 明 な 場 合 、 健 診 機 関 に 問 い 合 わ せ る 場 合 が あ り ま す 。）  
４  親 子 手 帳 の コ ピ ー  

（ 表 紙 、「 妊 娠 中 の 経 過 」 の ペ ー ジ 、「 出 産 後 の 母 体 の 経 過 」 の ペ ー ジ 、  
 「 1 か 月 児 健 康 診 査 」 の ペ ー ジ 、  

新 生 児 聴 覚 検 査 の 償 還 払 い の 場 合 は 「 検 査 の 記 録 」 の ペ ー ジ ）  
５  切 手 を 貼 っ た 返 信 用 封 筒  

（ 領 収 書 と 明 細 書 の 原 本 を 返 却 希 望 さ れ る 場 合 ）  
６  振 込 口 座 が わ か る も の  

（ 振 込 先 通 帳 の 支 店 名 、 口 座 番 号 な ど 記 載 さ れ た と こ ろ の コ ピ ー ）  
 

  
ご 不 明 な 点 が ご ざ い ま し た ら 、 担 当 へ ご 連 絡 く だ さ い 。  

（ 担 当 ）  〒 700-8546 岡 山 市 北 区 鹿 田 町 一 丁 目 1 番 1 号  
 岡 山 市 保 健 所 健 康 づ く り 課  母 子 歯 科 保 健 係  

℡ (086)803-1264/Fax(086)803-1758 
開 庁 時 間 ： 月 〜 金 午 前 ８ 時 ３ ０ 分 か ら 午 後 ５ 時 １ ５ 分 （ 祝 日 年 末 年 始 は 閉 庁 ）  


